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ささえあいのまち五日市観音では  

「 ゴミ出 し」 「 買 い物 」 「 草 取 り」 「 重 い物 の移 動 」  

「 電球の取り替え」 「植木の剪定 (※繫茂した枝葉の処理程度 )」  

の 6 つの支援活動を実施しております。お気軽にご連絡ください。      

佐伯区観音社協  082-922-2090 まで  

佐伯区観音社会福祉協議会では、これまで学区在住の高齢者をご招待して敬老

会を催しておりましたが、コロナウィルス感染症による外出規制やソーシャルデ

ィスタンス等の理由により敬老会を３年続けて中止といたしました。 

そこで佐伯区観音社会福祉協議会は、広島市の「地域団体連携支援金 事業助成金」

の交付を受け、五日市観音学区町内会連合会、広島市佐伯区観音地区民生委員児童

委員協議会、五日市観音学区シニアクラブ連合会と話し合いをした結果、今年は高

齢者のための見守りを兼ねて訪問を実施し、今年度の敬老会招待予定の方々に世帯

毎ではございますが、敬老の日の長寿祝いの記念品を配布させていただきました。 

敬老の日の記念品を配布させていただいたのは、 

令和４年９月１９日時点の満年齢７５歳以上 １,１２０世帯（１,４７９名）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、配布にご協力いただいた五日市観音学区町内会連合会、広島市佐伯区観音

地区民生委員児童委員協議会、五日市観音学区シニアクラブ連合会の皆様には 

厚く御礼申し上げます。 
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※車いす貸出し(無料)をご利用下さい※ 

佐伯区観音社会福祉協議会では無料で車いす

の貸し出しを行っています。 

詳しくは観音社会福祉協議会事務局にお問い合

わせください。 

◆申込み受付日◆   

休荘日以外 9:00～17:00  

◆問い合わせ先及び申込み窓口◆ 

広島市佐伯区坪井１丁目 28-11 

(広島市老人いこいの家 坪井荘内) 

 佐伯区観音社会福祉協議会事務局 

TEL(FAX共)082（922）2090 
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【ふれあい配食訪問（まごころ弁当） 
活動関係者情報交換会】 

日時 令和 4 年 6 月 30 日(木) 13 時 30 分～15 時 30 分 

会場 佐伯区役所 別館 6 階大会議室  

「感染症予防策と配食訪問(まごころ弁当)活動時に気を付

けたいポイントについて」 の講演会があり、その後に

各地区のまごころ弁当の担当者の交換会がありました。  

1. まごころ弁当の活動の趣旨について 

ｌ週間に 1 回の弁当配食ですが楽しみに待って下さ

っている方が多く健康状態もその時にお話を聞く事

が出来る。 

2. コロナ禍での活動の工夫について  

衛生管理はいつもと同じですが検温測定も行う。  

3. 原材料費の高騰に伴う対策について  

地区によっては、農家の方から食材を頂いている所

もあるようだった。  

献立表の中で果物の時があるが、高い価格の時は違

う物に変更している。  

皆さんの話を聞いて今後の参考にしたいと思います。 

             （中尾 弘子） 

【住民主体型生活支援訪問サービス 
実施団体研修会】 

日時 令和 4 年 7 月 26 日(木) 14 時 00 分～16 時 00 分 

会場 広島市総合福祉センターにて実施 

 ビデオ会議ツール Zoom にてオンライン参加 

広島市域の高齢者への支援における地域包括支援

センターと※住民主体型生活支援活動の実施団体と

の協働の重要性とその対応の注意点について。 

待ったなしで加速していく少子高齢化社会を行政

と地域住民の協働で乗り切る必要性を学んだ。 

地域住民支援活動の一つ「地域のちょっとした困

りごと相談」で依頼の多い植木の剪定作業の安全の

為に注意する点について、シルバー人材センターで

現場作業されている方の講義を受けた。 

 （中尾 真輝） 

 

※ 住民主体型生活支援活動について 

佐伯区観音社協では住民主体型生活支援活動の一環と

して、高齢者のちょっとした困りごとに応えるために、

下記の 6 つの支援活動「ささえあいのまち五日市観音」

を実施しております。 

 

 

 

※佐伯区観音社協は「ささえあいのまち五日市観音」

に協力してくださるボランティアを募集しております。 
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